
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
百
十
九
号

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
。
以
下
「
改
正
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用

語
の
例
に
よ
る
。

（
期
間
）

第
二
条
　
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
特
定
接
続
料
）

第
三
条
　
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
接
続
料
は
、
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能

（
加
入
者
交
換
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ

ー
ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、
四
の
項
の
機
能
、
五
の
項
の
機
能
（
中

継
交
換
機
能
、
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限

る
。
）
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
、
中
継
伝
送
専
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に

限
る
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
と
す
る
。

（
特
定
接
続
料
の
算
定
方
法
）

第
四
条
　
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
前
条
に
規
定
す
る
接

続
料
を
算
定
す
る
際
に
用
い
た
方
法
（
改
正
接
続
料
規
則
附
則
第
十
五
項
に
規
定
す
る
方
法
を
除
く
。
）
と
同
一

の
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
接
続
料
規
則
第
八
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
東
会
社
の
原
価

及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
と
西
会
社
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
と
を
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。

（
交
付
金
額
の
算
定
方
法
）

第
五
条
　
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
「
交
付
金
額
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

一
　
東
会
社
の
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）

イ
　
第
三
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
特
定
接
続
料
に
他
事
業
者
に
係
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
額

を
合
計
し
た
額

ロ
　
第
三
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
算
定
値
（
同
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
東
会
社
の
原
価
及
び
利

潤
並
び
に
通
信
量
等
と
西
会
社
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
と
を
合
算
し
な
い
で
前
条
（
た
だ
し
書

を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
て
算
定
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
他
事
業
者
に
係
る
需
要
の

実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額

二
　
西
会
社
の
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）

イ
　
第
三
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
算
定
値
に
他
事
業
者
に
係
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合

計
し
た
額

ロ
　
第
三
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
特
定
接
続
料
に
他
事
業
者
に
係
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
額

を
合
計
し
た
額

２
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
金
額
を
算
定
す
る
に
際
し
て
は
、
東
会
社
は
西
会
社
に
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額

を
、
西
会
社
は
東
会
社
に
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
六
条
　
東
会
社
及
び
西
会
社
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
額
を
確
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
額

及
び
そ
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
九
月
三

十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
並
び
に
第

六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
備
考
三
」
と
あ
る
の
は
「
備
考
二
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
六
日
総
務
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
一
日
総
務
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
第
六
条
に
規
定
す
る
精
算
及
び
第
七
条
に

規
定
す
る
精
算
額
を
確
定
し
た
と
き
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
三
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続

会
計
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
接
続
会
計
財
務
諸
表
及
び

接
続
会
計
報
告
書
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
特
定
接
続
料
の
特
例
）

２
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
十
三

号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
電
信
電
話
株

式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
接
続
料
は
、
第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
加
入

者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
に
限
る
。
）
並
び
に
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附

則
別
表
第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能
に
係
る
接
続
料
と
す
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に

関
す
る
省
令
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
中
「
前
条
」
と
あ
り
、
及
び
第
五

条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る

1



金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
附
則
第
二

項
」
と
、
第
四
条
中
「
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
十
三
号
）
附
則
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
十
三
号
）
附
則
第
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
東

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対

す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
附
則
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
「
同
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

一
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
第
一
号
」
と
、
「
同
項
第
二

号
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
前
項
第
二
号
」
と
、
第
六
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総

務
省
令
第
二
十
二
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
一
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
九
条
　
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条
中
「
八
の
項
の
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
八
の
項
の
機
能
並
び
に
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
総
務
省
令
第
九
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
加
入

電
話
・
メ
タ
ル
Ｉ
Ｐ
電
話
接
続
機
能
」
と
、
同
令
第
四
条
中
「
附
則
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
五
項

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
と
、
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
七
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規

則
第
四
条
の
表
二
の
項
の
改
正
規
定
、
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
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